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令和 2 年度 グリーンパーク北ひろ事業報告 

1．事業概要報告 

◎事業目標：「一人ひとりの暮らしの実現に向けて支援します」 

      ～個々人のライフ（生活、命、人生）についての希望を実現するために～ 

◎事業スローガン：「利用者の“できる”・“したい”を全力でサポートします」 

         ～個々人のエンパワメントを高めることへの追求～ 

＜事業展望に関する進捗状況報告＞ 

障害者総合支援法一部改正に伴い、平成 30 年から 3 ヶ年計画で新規事業の立ち上げを目指してきまし

た。 

しかし、令和元年の準備期を計画的に進めながら四半期ごとにモニタリングを実施した結果、一部事業

計画を以下の通り見直しし、令和 2 年情報収集期、令和 3 年準備期、令和 4 年運営期として計画を進め

ています。 

1．日中サービス支援型グループホームの開設を延期。グループホームの利用待機者に応えていく事を

目的とした介護サービス包括型を開設する。また、施設入所支援からグループホームへの転居の推進・現

在ご利用いただいている利用者の多様なニーズに合わせた居住環境の提供・サテライト型住居の開設等

を適宜計画的に進める。 

2．自立生活援助事業の新規サービス開設に向けた準備を進めてきたが、以下①②を根拠に計画の方向

性を転換する。 

①報酬形態が相談支援事業所向けの構造且つ、専従の職員配置が必要となり人件費が経営を圧迫する

こと。 

②サービス支給期間が 1年間(市町村が認めるケースにより、報酬 5％減算で 1 年毎にサービス延長可)

という短期間での単身生活への移行支援となり、新規利用者の受入れの場合、アセスメントから支援の実

践に移す期間が十分に確保出来ず、利用者のニーズに対応しづらいこと。既に単身生活に向けた支援のノ

ウハウがある、サテライト型住居サービス(最長 3年間)を有効活用する事に転換する。 

令和 4年度までに、事業所独自の自立支援/単身生活移行支援プログラムを確立し、計画的にサービス

提供を進める。 

3．重度・高齢化対応が可能な新規グループホームの開設（定員 7名＋短期入所 1名）。 

令和 2 年度の法人全体における施設整備の優先順位から、居住系 3 事業所プロジェクトによる重度・

高齢化対応の新規グループホームの開設を延期とした。今後もプロジェクトに参加し、開設時期等に関す

る検討を継続していく。 

また、上記のコンセプトとは別に事務所併設型の新規グループホームの開設(定員 7名+短期入所)を目

指す。 

※グループホーム利用希望待機者の解消を目的とする。（令和 4年度 4月開設）。 

 

4．事業拡大に並行し、新しい支援拠点を新設（エリア③）。 
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『GH 利用ニーズに答える取り組み/GH 新規開設に向けた計画』 

 行動計画/今年度の取り組み 取り組み結果 実施月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短

期

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズに合わせた取り組み 

利用者受け入れに伴う準備(職員育成) 

・令和 2年度の新採用職員及び法人内異動職

員の育成。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害者支援施設へのジョブローテーション

を実施。（利用者の意思の汲取るという価

値を広げる） 

 

 

 

 

 

 

 

・障害者支援施設からの利用者受入れ。 

（年度内に 2 名の受入れ）)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新採用職員 2名、異動職員 2名 

 (内訳:男性 2名/女性 2名) 

・第一四半期(4 月～6 月) 

 GP 新任育成マニュアル/職務遂行上の留意

点を使用し以下の育成を実施。 

①各種業務レクチャー 

②個別支援計画レクチャー 

 ③各ホーム勤務/夜勤レクチャー 

 ④公用車運転試験 

※計画的に実施し、主要のレクチャー完

了。ホーム支援開始。OJT は、継続して実

施。 

 

・4/16(木)緊急事態宣言を経て、法人の感

染症対応ステップに沿った対応の元、ジョ

ブローテーションの計画を 6 月以降に延期

した。 

※障害者支援施設からの地域移行受け入れ

に伴う、対象者アセスメントの為のジョブ

ローテーションを実施。本計画における目

的(利用者様の意思の汲み取り方の価値を広

げる)のジョブローテーションは次年度に持

ち越し。 

＜とみがおか＞ 

・体験利用  

A.I さん 5/11(月)、A.D さん 5/28(木) 

・とみがおか地域移行担当職員とバックス

ケジュールの内容確認 

・体験利用 

・対象利用者様へ転居に伴う意向確認①

（ご家族も含めて） 

・収支比較とグループホームで生活する上

での費用積算情報提供。 

・地域移行対象者アセスメント/地域移行対

象者決定（1 名）A.I さんに決定。 

・収支バランス表作成・確認（障がい者支

援施設からグループホーム移行時を比

較） 

・引越し必要物品確認 

 

4 月 

 

4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/24(月) 

 ～ 

8/31(月) 

 

 

 

 

5/28(木) 

 

6 月 

 

 

 

 

7 月 
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短

期

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員動静について  

A-① 

K 職員入職(男性) 4 月 

Y 職員入職(女性) 4 月 

K 職員(嘱託職員)入職(女性) 5 月 

Y 職員産休（女性） 9月 

A-② 

T 職員入職（男性） 

＜世話人動静について＞ 

A-① 

S 支援 S 

4/25(土):右足骨折し長期療養。 

7/1(水):復帰 

I 支援 S 

6 月:肩の手術を行う為、長期療養。 

9 月:復帰。 

T 支援 S 

7/27(月)GH えがお配置始業(女性)(清掃） 

H 支援 S(女性)(清掃) 

12/31(木)迄(一身上の都合により退職) 

 

A-②  

T 支援 S(火～木雇用) 

7/14(火)～GH たいし配置 

7/28(火)～GH きずな配置 

S 支援 S(月、金、土雇用) 

7/27(月)～GH きずな配置 

H 支援 S(女性)(清掃) 

12 月 新型コロナウイルス感染拡大を受け、

1 月末まで勤務自粛。 

N 支援 S(月～金雇用) 

R3.1/4(月)～GH たいし配置 

 

＜夜勤専従職員の動静について＞ 

GH あさひ夜勤配置 

M 職員(男性)  

T 職員(男性) 

※夜間支援体制を取るホームの夜勤を月に 5

回～10 回 

8/17(月)～GH さかえ夜勤配置  

※星槎道都大学インターンシップ生始業 

 

＜代替え支援スタッフの動静について＞ 

H 支援 S 契約締結 

10/8(木)～GH あかり専属代替え始業 

・グリーンパーク北ひろ職員による地域移

行対象利用者様の生活状況の確認。 

（複数回に分けてホーム担当者 2 名、生活

担当予定者 1 名の計 3 名をジョブローテ

ーションとして派遣）。 

・地域移行対象利用者様へ転居に伴う意向 

確認②（ご家族の希望で、電話連絡にて 

実施） 

・地域移行対象者様受け入れに伴う、ホー 

ム移動 

A.M さん GH きずな→新規サテライト 

GH たいし S1 へ転居 

 T.Y さん A-①→A-②GH きずなへ転居 

 M.G さん GH くるみ→GH いぶきへ転居     

A.I さん GH くるみへ入居 

※年度内 2名の受け入れ予定だったが、1 名

の受け入れに留まった。 

 

＜共 栄＞ 

・バックスケジュール参画 

・共栄職員 1 名のジョブローテーション実

施(グループホームの暮らしの場の見学、

生活実態の把握が目的)。 

・地域移行に関する勉強会を開催した。 

 ※GH 職員が講師となり説明を行う。 

 

・N.S さん ケース M 実施。 

・K.S さん ケース M 実施。 

 

＜新規拠点建設における経過＞ 

・建設会社と打ち合わせを実施し、R4年 4

月迄に新規拠点となる事務所併設型の GH

の建設の依頼及び、事務所/GH に必要な設

備や規模の要望をお伝えさせて頂いた。 

・建設会社と打ち合わせを行い、新規拠点

の建築に必要なスケジュールの確認を行

った。  

(仮 R3 年 7月頃着工予定～R4年 4月か 5

月入居予定) 

 

 

 

 

 

 

 

8/24(月) 

 ～ 

8/31(月) 

 

 

8/4(火) 

 

 

 

 

9/20(金) 

 ～ 

9/22(日 

 

 

9/26(土) 

 ～ 

9/27(日) 

 

 

8/6(木) 

 ～ 

8/9(日) 

8/17(月) 

～ 

8/19(水) 

10/21(水) 

10/26(月) 

 

6/8(月)  

 

 

 

 

8/3(月) 
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『自立生活援助事業の新規事業立ち上げに向けた計画』 

 行動計画/今年度の取り組み 取り組み結果 実施月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短

期

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立生活援助事業開設に向けた取り組み 

①エリア②管轄グループホームの利用者 

数を 52 名→50 名以下に調整する。 

②エリア①へグループホームを移管（定員 

10 名ホーム） 

③エリア①管轄グループホーム受入れ（定 

 員 4名ホーム） 

 

④新規事業開設に合わせて、独居への移行 

 支援に伴う自立生活援助サービスのシ 

ミュレーションを継続（対象者 2 名～3 

名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤サテライト型住居及び、単身タイプグル 

ープホームへのステップアップシステ 

ムの構築。 

 

①～③の取り組みについて 

・利用者様の居住変更や、独居に繋げていく

支援の経過上で、現段階で利用定員の減少

は難しい状況と、新たな拠点が出来るタイ

ミングでエリアの拡大(エリア③)を予定

しており、エリア毎に管轄するホームや、

必要人員の調整が必要と評価した。 

 

④の取り組みについて 

・S.Y さん  

サテライト型住居での生活が 2年目となり、

独居生活をイメージし、本人の得手不得手を

福祉サービスに繋げていく事を確認してい

るが、年金未受給であり、給与収入のみでの

独居生活への移行に不安を感じており、次年

度以降に年金受給を整え、目指していく事に

なる。 

・A.M さん 

R2.9 月に、サテライト型住居のサービスを受

給しており、3 年後の独居を想定して支援を

開始する。 

・I.T さん 

R3.1 月に、サテライト型住居のサービスを受

給しており、3 年後の独居を想定して支援を

開始する。 

⑤の取り組みについて 

独居を目指している利用者様を通し、自立生

活援助での支援を想定して実践し、検証する

事により、現在実践しているサテライト型住

居で、自立生活援助のサービスの範疇での暮

らしの実現が可能な事と、独居に向けた段階

的な支援をプログラムしていく事で、サービ

ス支給期間を使って、計画的且つ効果的に進

めて行く必要性を評価した。 

＜比較＞ 

【報酬】 

自立生活援助(報酬安価)↔サテライト(報酬

現行通り) 

【支援】 

週 2 回程度の訪問支援↔GH の支援同様の支援
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※事業活動に関する報告内容の詳細は以下に添付致します。 

別紙一覧表を参照して下さい。 

（各種サービスの稼働状況・私的サービスの実績（移動支援、就労定着支援）・地域（町内会）啓発活

動実績・広報活動・当事者活動支援・防災訓練活動・地域生活講座・権利擁護、虐待防止に関する取組・

交通安全に関する取組など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短

期

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頻度 

※段階的に、独居生活における必要な支援介

入に調節(居宅介護等)してステップアップ

が図れる。 

【職員】 

専従(1名/25名)↔A-②スタッフ全員が関わる

事が可能 

＜考察＞ 

自立生活援助事業自体が、相談支援事業所

向けの制度設計になっている事で、この事

業単体での経営は難しい現実がある。独居

希望の利用者様のニーズを実現する上で、

サテライト型住居での自立生活援助を想定

した支援の実践のアセスメント上、サテラ

イトのサービスの有効活用且つ、事業運営

上のメリットが大きい。社会福祉法人とし

て、北広島市には無いサービスにより、暮

らしの資源を作るという観点で、経営上難

しい方法を取るよりも、利用者にも事業者

にもメリットの大きい、クリエイティブな

考え方で実現を目指す事が出来る期待値が

生れた。 
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2．事業活動に関する報告 

2-1 上半期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHくるみ

GHみらい

GHかえで

GHくるみ

GHみらい

GHかえで

令和2年度　事業活動報告　表-1

4月 5月 6月 7月 8月 9月

運
 
営

稼働率 98.09% 98.09% 97.40% 97.80% 97.50% 97.90%

前年比 95.09%(+3.0) 93.94%(+4.15) 96.43%(+0.97) 96.75%(+1.05) 95.23%(+2.27) 97.28%(-0.62)

30日(7名) 16日（6名) 12日（4名） 28日（7名） 33日（7名）

4日(2名) 9日(3名) 8日(3名) 24日(3名) 36日(4名)

7日(1名) 4日(1名) 2日(1名) 0日 4日(1名) 3日(1名)

29日(4名)

私的サービス
(移動支援) 0件 0件 0件 1件 2件 3件

短

期

入

所

（

利

用

日

数

/

利

用

延

べ

人

数

）

36日(7名）

私的サービス
(就労定着支援) 9件 7件 8件 6件 11件 18件

その他
四半期事業運営

会議
四半期事業運営

会議

地域（町内会）啓発活動 市内一斉清掃
花いっぱい運動

(花壇整理/親睦会) 花壇整理 市内一斉清掃

広報活動/Facebook投稿 部門会議/投稿 投稿開始
季刊誌発行①

投稿
投稿 投稿 投稿

当事者活動支援 役員会 役員会・総会 役員会 役員会/イベント
役員会・看板作り・

市民の郷祭り出店(中止)
役員会(胆振東部地震の影響で中止)

防災訓練活動
ホーム別避難訓練

（通報訓練①）
BCP合同避難訓練

個別支援計画 モニタリング会議 モニタリング会議 モニタリング会議 モニタリング会議 モニタリング会議
後期個別支援計画

サービス担当者会議

地域生活講座
交通安全講座

(エリア①②合同)

マナー講座(エリア

①)

性講座

(エリア①②合同)

マナー講座(エリア②) 栄養講座(エリア②)

権利擁護・虐待防止に関する取組 身体拘束ゼロへ運営委員会
虐待防止・

人権侵害ゼロ会議
身体拘束ゼロへ運営委員会

虐待防止・

人権侵害ゼロ会議
身体拘束ゼロへ運営委員会

虐待防止・

人権侵害ゼロ会議

四半期事業運営
会議

イベント
職員企画ゴールデン

ウィークイベント

ノーリフトケア ノーリフトケア基礎研修/今年度の取り組み確認 取り組みの実践

10月 11月 12月 1月 2月 3月

運
 
営

稼働率 98.70% 98.70% 97.40% 96.70% 98.30% 98.50%

前年比 97.22%(+1.48) 96.7%(+2.0) 95.23%(+2.17) 93.38%(+3.32) 97.12%(+1.18) 97.25%(+1.25)
短

期

入

所

（

利

用

日

数

/

利

用

延

べ

人

数

）

12日（4名） 0日 0日 0日 0日 0日

7日(3名） 0日 0日

0日 0日 0日 0日 0日 0日

0件 0件 0件 1件

0日 0日 0日

0件

私的サービス
(就労定着支援) 18件 0件 0件 9件 4件 11件

私的サービス
(移動支援) 2件

その他
四半期事業運営

会議

イベント 職員企画正月イベント

地域（町内会）啓発活動 市内一斉清掃 年末総会 新年総会

広報活動/Facebook投稿 投稿 投稿 投稿 投稿 投稿

当事者活動支援 役員会(イベント振り返り) 役員会 役員会・総会/イベント

防災訓練活動
事業所防災訓練（地震避難

マニュアルに基づいた内容） 雪害マニュアル確認 ホーム別避難訓練（通報訓練②）

個別支援計画 モニタリング会議 モニタリング会議 モニタリング会議 モニタリング会議 モニタリング会議

ノーリフトケア 実践/モニタリング 評価/考察

地域生活講座 交通安全講座(エリア①②) 栄養講座(エリア①)

権利擁護・虐待防止に関する取組 身体拘束ゼロへ運営委員会
虐待防止・

人権侵害ゼロ会議
身体拘束ゼロへ運営委員会

虐待防止・

人権侵害ゼロ会議
身体拘束ゼロへ運営委員会

虐待防止・

人権侵害ゼロ会議

前期個別支援計画

サービス担当者会議

季刊誌発行②

投稿
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○稼働率 

 今年度の年間目標稼働率平均 97％に対し、97.95％と前年度を上回る結果で（前年度 95.97％）、前年に比べ

+1.98％上げる事が出来ました。 

要因として、①4 月の緊急事態宣言の発令により、例年稼働率が下降する大型連休(ゴールデンウィーク、お

盆)に家庭帰省の自粛される方が増え、稼働率に影響を及ぼしていた事。②11 月から年末にかけて、GH 利用者

様の通う通所先で新型コロナウイルスの感染者が発生し、GH 利用者様の多くが濃厚接触者となり、大幅に家庭

帰省を自粛する方が増え、稼働率に影響を及ぼしていた事。 

これらの要因から、年間通し家庭帰省の自粛が継続的に行われた事で、年間目標稼働率平均 97％を上回る

結果となった。今後は、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、平常に家庭帰省が行われるようになった際

には、大型連休でも暮らしに潤いが持てるような企画を考えながら、平均稼働率 97％を維持できるように事業運

営していく必要があります。 

 

1．幸福（しあわせ）を追求する事業展開 

目  標 報 告 内 容 期  間 

〔個別支援計画

運営に関する取

り組み〕 

①定例会議の開催及び、勉強会/情報共有の場の設定 

・毎月 1 度の定例会議及び、各担当サビ管とのモニタリングの機会を

設けて実践しました。 

・個々人の“強み”に重点を置き、障がい・年齢（ライフステージ）・

疾病等に合わせた質の高い生活の実現に向け、個別支援計画に基づ

く支援を実施しました。 

・個別支援計画の更新に関して、策定面談から交付までの期間を 30 日

で設定し、利用者様の意向聞き取りに時間を掛けながら、意思形成

及び意思決定を丁寧に行いました。 

1 回/月 

 

〔生活支援〕 ①個別支援計画を含めた個人情報の管理 

・月に 1 度の定例職員会議を“個別支援計画（原案策定・モニタリング）

会議”とし、情報の共有する機会の他、個別支援計画の策定やモニタリ

ングをサービス管理責任者と協議・検討する場にしました。 

・当法人のスタンダード研修や近隣の他法人との勉強会を通して、本人主

体と意思決定を主とした学びの機会となっていました。 

・事業遂行における進捗状況を確認する為に、各エリア月に 1 度の運営職

ミーティング（所長以下主任まで）と月に 1 度、エリア間合同の運営職

ミーティング（所長以下主任まで）を設けて協議検討を重ね、事業計画

の遂行を始めとする支援を計画的に進めていました。 

・支援スタッフに於いては、月例のスタッフ会議を設けて情報の共有と支

援内容の確認、支援力の向上の為の講習会を年 4回（虐待・人権侵害防

止、世話人業務、消火・救急救命訓練、感染症予防）事業所で予定して

実践しました。 

②情報提供（権利擁護・成年後見制度・生活スキル・趣味・レクレーショ

ン） 

・担当サビ管及び生活担当を中心に、拡大ケース会議を通して様々な繋が

りから多角的に利用者様の支援が出来るように、必要に応じて機会を設

けながら検討してきた。今後も、更に深めていきたい。 

 

通 年 
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③地域行事への参加促進と加入（町内会行事・北広島市主催行事） 

・今年度も各 GH が所在する町内会活動に一町内会員として参加してきま

した。（元町町内会・共栄町内会・親和町内会・東共栄第 5 町内会・朝

日第 1、第 2 町内会・大曲時の街町内会・稲穂東第一町内会） 

 緊急事態宣言の兼ね合いで、町内会活動が中止となる事が多く交流を図

る事は難しかった。各ホームの外周を利用者様と環境整備を行う機会は

設ける事が出来た。 

・当法人の備品の各町内会へ無償での貸出しについても、活動自粛に伴い

中止となりました。 

④余暇及び日常生活の拡充 

・各ホームの年間計画に基づき、uruoi 計画を実施しました。ホームの実

例では、利用者様の希望する内容に対し、日々の生活の中から預金を行

い、数ヶ月単位で計画を進める余暇（外出）を実現したホームや、ホー

ムパーティ、ビデオ上映会、カラオケ等が実施されました。 

⑤高齢化を想定した生活支援及びホームの運営 

・年間通して居住環境の見直し、利用者様の現状に見合った設備の検

討を行いながら進めてきました。先を見越した、居住環境の検討、ホ

ーム移動の検討を進め、エリアの移管も視野に入れながら変更を行い

ました。又、実例として、65 歳を迎えている方の住環境の見直しをケ

アプランナーに相談し、簡易的な手摺の設置、段差解消の福祉用具の

レンタルを調整しています。 

・今後について、現在は介護を要する入居者は少ないですが、介護を

必要とする方が増える事を想定し、ノーリフトケアの学習会や日常的

に活用できる支援者の体の使い方（技術）を覚え、日々の業務に活か

せる実践を目指す事としました。 

・利用者様の平均年齢も 45 歳を超え、自分の人生の最期をどの様に迎

えていくのかを確認する機会が必要と捉え、事業計画に人生会議を反

映させ、個別支援計画の更新月に利用者様の聞き取りを行いました

(65 歳以上の方を対象) 

⑥介護を受ける側も提供する側も負担が軽く心地良い“ノーリフトケ

ア”を学び、実践する。 

・ノーリフトケア計画を策定し、第 1 四半期でノーリフトの基礎研修

を実施。第 2四半期ではすぐに実践できる体操の提案、利用者様の引

っ越しの際にノーリフトの体の動かし方を実践。第 3 四半期は、利用

者様の引っ越しの際に、パワーベルトを借用し着用して実践。第 4 四

半期は振り返りを行いました。現状、支援や業務上で腰を痛めた職員

は居ない状況を維持する事が出来ており、継続していく。 

 

 

5 月、 7

月、 

9 月、12

月 

 

 

 

ホームミ

ーティン

グ 

1 回/月 

ホーム運

営計画に

沿って実

施。 

適 宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定

/勉強会/

研修会参

加。 

 

〔短期入所/体験

利用〕 

①短期入所の積極的な受入れ。（目標件数は別紙年間計画を参照） 

・今年度は、2 ヶ所の GH でそれぞれ男性 1 名定員と、1 ヶ所の GH で女性

1 名定員の短期入所サービスを運営しました。 

・男性の利用日数については 196 日（前年比-195 日）であり、延利用人数

75 人（前年比-83 人）でした。 

・女性の利用日数については 31 日(前年比-203 日)であり、延利用人数は

11 人(前年比-80 人)でした。 

・男性、女性の利用日数及び延利用数の減少要因として、4 月～6 月に掛

通 年 
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けて発令された緊急事態宣言及び、11 月から年度末までの新型コロナ

ウイルス感染症の感染防止による、短期入所の受け入れ自粛が影響を及

ぼしていました。 

・男性 1名定員の短期入所新規開設について計画に掲げていたが、事業運

営の過程で開設時期の見直しを行い、次年度以降に繰り越ししました。 

②グループホーム体験利用サービスの積極的な受入れ。 

・1 ヶ所の GH で男性 1名定員の体験入居サービスを運営しました。 

・利用日数については 119 日(前年比+68)であり、延利用人数 37 名(前年

比＋17 名)でした。 

・4 月～6月の緊急事態宣言の発令及び、11 月の新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴い、利用される期間は限られましたが、入所施設から

の体験利用の需要が高まっていた事が前年度を上回る結果に繋がりま

した。 

 

 

 

 

 

通 年 

〔健康管理・医

療連携体制〕 

※医務別表参照 

①健康診断の実施（年 1 回、職場で未実施の方）・年齢に応じたドック

健診（特定検診）の受診の推進 

・職場及び通所先での健康診断受診結果の確認を行い、再検査や医療機関

受診のサポートを行い、病気の早期発見/重症化を未然に防ぐことが出

来ました。 

②インフルエンザ予防接種の促進 

・今年度も、市内医療機関や、地域訪問医療と連携し予防接種率 100％

を目指して調整し、全利用者の予防接種を達成する事ができました。

年間を通し、利用者様のインフルエンザ罹患者 0 名に抑える事に繋がり

ました。 

③入退院・通院時の支援 

・利用者様の平均年齢が 46.3 歳（前年度比+0.7 歳)となり、基礎疾患のある利

用者様が 70％程おり、年間通院件数 1,225 件(前年比‐155 件)の結果となり

ました(詳細は、別表参照)。 

④市役所健康推進課出前講座の活用による講座の開催 

・新型コロナウイルス感染症の感染予防の取り組みの一環として、集団及

び、対面で行う出前講座を停止し、職員がテーマに沿った講座の資料を

作成しました。各ホームのホームミーティングを活用し、職員から伝達

する方法で実践しました。 

⑤温湿計の個人配備による湿度管理 

・新規利用の方も含め、全ホーム利用者様の温度、湿度計の有無や故障の

有無の確認を行いました。 

⑥北広島市内の医療機関マップを各ホームに設置 

・医療機関マップの更新を行い、全ホーム共有部への掲示を行いました。 

⑦事業所内に感染症対策委員を組織し、予防・対応策を学習する研修会の

実施 

・感染症流行時期に備え、10 月に常勤、非常勤を含めた感染症研修の

機会を設け、11月には各ホームでの嘔吐処理実践及び、新型コロナ

ウイルスの感染防止に伴う、防護服着用の実践研修を行いました。 

⑧全ホームにエルフィンバトンの設置 

・利用者の基礎情報及び内服薬の情報を記載した書類を入れたバトン

を全ホームに設置しています。 

9 月、 

特定検診

の案内が

届き次第 

実施。 

 

10 月 

～ 

11 月 

 

通 年 

 

 

生活講座

の開催予

定表に基

い て 実

施。 

 

通 年 

 

 

4 月 

 

10 月 

 ～ 

11 月 

 

 

4 月 

 

 

- 91 -



⑨電子お薬手帳の導入 

・今年度は、エリア毎に 1 ホームのみ実践し、モニタリングをおこな

いました。評価として、一長一短の機能で、どちらかに統一するの

は、現状では難しくお薬情報の紙媒体/データ共有を継続する必要が

あります。次年度以降、電子お薬手帳を導入するに当たり、現在事

業所がお世話になっている薬局を、掛りつけ薬局とする方を増やす

/電子お薬手帳を使用出来るデバイスの増台を図り、規模を拡大して

薬手帳としての機能の検証を進めていきます。 

⑩地域訪問医療との連携 

・地域訪問医療との連携の強化及び、年間 1,600 件を超す通院の緩和

と利用者の安心及び健康維持を図り、今年度の統計は別紙参照くだ

さい。 

⑪医療と機能訓練の連携 

・食生活の安定に欠かせない咀嚼機能や口腔ケア等の健康維持/推進

のため、当法人の機能訓練センター及び歯科医師の協力のもと連携

をはかり、食生活の質の向上、安定へとつなげています。 

4 月 

 

 

 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

通年 

〔権利擁護・虐

待防止・身体拘

束に関する取

組〕 

①利用者様の理解度に合わせた虐待や身体拘束の有無の確認 

・月例で当法人虐待防止倫理規程・障害者虐待防止法（略称）及び障害

者差別解消法に基づいて、利用者一人ひとりのエンパワメントに着目

し、利用者自身が虐待や身体拘束・差別を訴えられる様に“虐待防止

DVD”やピクトグラム、ロールプレイ等の理解を深められるツールを

活用しながら各利用者へ事象の聞き取り・確認を実施しています。 

＜虐待事案＞ 

・8 月に、1件発生しています。使用者(雇用主)による虐待、心理的虐

待/経済的虐待を疑わせるやり取りがあり、事業所職員が介入し行政

報告しています。その後、行政/労働局/ハローワークと協議を重ね。

企業への注意喚起に繋がりました。当事者については、職場を退職さ

れ、別の福祉事業所に再就職されています。 

＜身体拘束事案＞ 

・年間通して、2 件(6 月、8 月)のホールディングが必要な事案が発生

しています。いずれも、対応時に身体拘束の 3 要件を満たしている

内容であった事を振り返り、未然に防ぐ為の検討をケース会議を用

いて協議し、利用者様に対峙した際の物事の伝え方を修正していま

す。 

②しま二チュードの実践 

A-① 

・事業所内で、不適切支援報告書の意味合いで、しま二チュード自己

評価表を活用し、利用者様への対応の仕方を、5段階評価(大変良かっ

た、良かった、普通、少し出来なかった、出来なかった)を、毎日個々

に評価している。取り組み開始当初 4 月は、平均が個人評価 3、事業

所評価 3だったが、徐々に平均値が上がり 1 月には個人評価 3.4、事

業所評価 3.6 と両項目共にポイントが上がっていた。この事から、数

値分析上は、個人/事業所ともに、しま二チュードに対する意識が向

上している結果となりました。 

・事業所の平均値が個人評価の平均値より高い傾向にある。自分の評

1 回/月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通 年 
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価よりも、事業所職員の良い対応に気が付いている反面、個人で対応

している時の方が、他者の目がある時より意識が低いことが伺えた。

今後、個人評価を上げて行く為にはどうしたら良いか検討して行く必

要があります。 

・備考欄の記述内容については職員同士の事、利用者支援についての

事など他職員の対応の気付きを記入されている事が多い。新たな気づ

きが、自身の取り組みにも繋がる為、今後も継続して取り組んでいき

ます。 

A-②  

・利用者様の権利を守る取り組みの中で、大切にしている目標を掲げ、

月に一回、振り返りを行う機会を作り実践してきた。周りの人が掲

げている目標に対して、全員が目を向けて取り組んでおり、毎月発

表する職員の取り組みの気付きを 1 人 1回は発言出来ている。更に、

上手くいった関わりや対応に苦慮している/ジレンマ等を共有出来

て、皆が自分に置き換えて考られている事、他の方を見習いながら

自分の物にしようとする姿勢が見て取れた。4 月から大きな変化を

もたらしました。 

これからの取り組みについて、自分の取り組みの結果だけを求める

物では無く、相互に良い事を共有し続ける事、違和感を相互に確認

する、確認した違和感をそのままにしないよう継続する事。会議の

場をそんな機会にする事で、利用者様に対峙した時に、本当の気持

ちに行きつけるような意思決定/意思形成に繋げていきます。 

③権利擁護/虐待防止/身体拘束に関する学習や協議機会づくり 

・“偶数月に身体拘束ゼロへ運営会議”、奇数月には“虐待防止・人権侵害

ゼロ会議”を設け、2 ヶ月に 1度の頻度で活動内容をモニタリングしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奇数月 

虐待防止 

偶数月 

身体拘束 

〔当事者活動支

援〕 

 

当事者活動のバックアップ施設としての役割の遂行 

・4 月～6 月に掛けた、緊急事態宣言及び、11 月～年末にかけて感染症防

止の観点で、活動自体を自粛していました。2月に次年度の活動方針を

決める為の話し合いを行い、終了しました。 

役員会 

1 回/月 

※臨時で

行う場合

もある。 

〔生活講座〕 

 

街での暮らしのサポート/生活の質の向上に向けた学習会の実施 

・新型コロナウイルス感染症の感染予防の取り組みの一環として、集

団及び、対面で行う出前講座を停止し、職員がテーマに沿った講座の

資料を作成しました。各ホームのホームミーティングを活用し、職員

から伝達する方法で実践しました。 

年間予定

に沿って

実施。 
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２．地域福祉の推進を図る取り組み 

目  標 内  容 期  間 

〔地域活動〕 

 

社会資源との関係構築の取組み 

・地域貢献活動として、9 月ソフトボール大会に事業所の職員が地域の活

動へ参加し、地域住民との交流を通し、世話人募集や社会福祉事業の理

解促進に努めました。 

・ボールパーク構想における、地域住民説明会への参加/地域住民との意

見交換に努めました。 

年間予定表

に沿って、

派遣。 

〔事業所広報

誌発行〕 

 

関係各所への情報発信の取り組み 

・4 月より、情報発信するツール SNS（Facebook）を活用し、事業所の取

組や各ホームの紹介を通して、事業活動を多岐に渡り発信してきまし

た。11 月からは、新型コロナウイルス感染症が入所施設、デイセンター

で拡大した影響から、Facebook 投稿を自粛させて頂きました。 

・9 月、3 月に予定変更し、これまでの発信内容から変化を加え、手書き

風フォントを使用し、利用者様とのエピソード等も盛り込みながら、読

み手が興味を引くような話題提供が出来るように工夫を凝らしました。

法人内からは評価は上々でしたが、外部機関からのヒアリングは十分に

出来ませんでした。 

・今後についても情報発信ツールとして SNS（Facebook）の活用を継続し、

今年度以上の閲覧評価（いいね数最大 56）を超える投稿を目指しながら

も、手作り新聞のような温かみを感じさせる事業所季刊誌を発行し、ど

の世代の方が見ても分かり易く、事業活動を知る事の出来る情報媒体を

作成していく事としました。 

 

 

 

 

 

9 月、3 月 

〔就労支援〕 

 

利用者様の就労定着を目的とした私的契約に基づいた支援の実践 

・当法人の私的サービス（就労定着支援）の契約をされた方を対象に、一

般企業での職場定着と働きやすい環境づくりを目的に、契約に基づく頻

度で定着支援（主に職場訪問）を実施しました。 

・契約されている利用者様に対して定期的な職場訪問を実施し、利用者様

と企業のパイプ的役割を担い、月平均で約 8.41 件（計 101 件、前年比-

10 件）支援してきました。令和 2年度は、退職者が 6 名おり再就職のサ

ポート等の支援の強化が必要となりました。 

契約者対象 

原則 1回/月 

※本人、家

族、企業か

らの要請に

よる臨時訪

問有。 

 

３．災害に強い法人づくり 

目  標 内  容 期  間 

〔防災/防犯活動〕 ①避難訓練の実施（ホーム別避難訓練 年 2 回） 

・6 月に火災を想定した通報訓練を含めた避難訓練を実施しまし

た。2月に、地震を想定した避難訓練を実施しました。 

②防災講座/救命講座の開催（消火訓練、火気の取り扱い、心肺

蘇生法演習(AED の使用方法)、ビデオ学習等） 

・6 月 北広島消防本部署員による消火器訓練及び、救命講習

を常勤/非常勤を含め、実践的に訓練を行いました。 

 

2 月、6 月 

 

6 月 
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③防犯事故対策の実施（戸締り、交通安全、防犯対策） 

・職員のホーム滞在時、21 時以降の戸締りを徹底し、不審者の

侵入対策を行いました。 

④雪害対策の実施 

・既存の雪害マニュアルを運用して冬期間の備えとしました。 

⑤収容避難場所・避難マニュアルの整備 

・当事業所の防災マニュアル(風水害、地震)を北広島市の防災

マニュアルに沿って、自然災害が起こった際に優先的に開設

される予定の収容避難場所に避難行動が取れるように、ホー

ムの実態に合わせたマニュアル修正を行いました。 

⑥防災グッズの個人配備 

・年間を通し、自然災害が起こりえる事を想定し、各利用者様が備

えとして用意するべき防災備品をリスト化し、サンプルを作成

しました。個人配備をするまでに至らず、次年度へ持ち越しとな

りました。 

毎 日 

 

 

 

適宜更新 

 

 

 

 

 

 

年 1 回 

 

 

４．魅力あふれる法人づくり 

目  標 内  容 期  間 

〔人材の定着と育

成〕 

①事業所内研修の実施 

・事業所内研修担当を新たに設け、年間計画を立てて進めてきま

した。ホスピタリティマインド、チーム支援、リーダーシップ、

ノーリフトケア、コミュニケーションスキル、ファシリテーショ

ン、ケアワークとソーシャルワークをテーマに研修を企画して

実践しました。 

②法人内・外研修への参画 

・法人の育成ラダーに基づくスタンダード研修への参加を行いました。 

・外部研修の情報を各職員に発信し、随時派遣しました。 

③事業所育成ラダーを活用した職員育成 

・事業所の業務に特化した育成ラダーを策定し、新任/異動職員が

覚えるべく事業所業務を、年間を通しモニタリング機会を設けなが

ら進めました。 

・事業所一年目の職員を対象に、1 ヶ月に一度の頻度で、半年の期

間に OJT を行い、不安や悩みの聞き取り、取組み目標の明確化、

目標達成に向けた具体的取組み内容やスケジュール管理等につ

いて確認と必要な助言を行いました(対象者 2 名)。 

・業務習得の状況に合わせ、OJT の頻度、 期間の設定を行い、新

人職員のみならず、3～5 年目の中堅職員も状況に合わせ OJT を

行いました(2 年目職員 1 名を対象に、PDCA サイクルに沿った業

務遂行方法を、レクチャー)。 

④“おもてなし”を対人援助に活かす取り組み 

・緊急事態宣言及び、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、

事業所内での交流行事については全て、中止とさせて頂きまし

た。 

事業所内研

修計画に沿

って実施。 

 

 

 

スタンダー

ド研修に派

遣。 

外 部 に 研

修。 

適宜派遣。 

新任者 OJT 

4 月～9 月 

※必要に応

じ て 延 長

有。 

四半期に 1

回 
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 〔実習生の受け入れ

及び就職斡旋効果

への取組〕 

 

①実習生受入れに関する取り組み 

・相談援助実習（社会福祉士）では、事業所内で実習受入れ担当の

職員を設定します。指導や相談を担う事で、現任職員も実習生へ

根拠に基づいた支援の説明が出来ているか等、効果測定にも繋が

る事から、積極的な受入れを進め 2名の受け入れを行い、実践し

ました。実習生担当も 1名から 2 名に増やし、役割分担をしなが

ら進められました。 

②就職斡旋及び地域への情報発信の取り組み 

・法人のホームページや Facebook（SNS）を活用し、地域交流の機

会をはじめとするイベント開催時の様子や事業所の魅力を発信

しました。11 月～年末にかけて新型コロナウイルス感染症の感染

拡大により、SNS の投稿を一時自粛おり、次年度から再開してい

く事としました。 

・8 月より、新たに、インターンシップ生を受け入れし、夜勤パー

トとして業務を担って頂いた。大学授業の単位取得や今後の就職

斡旋効果に期待していきます。 

6 月～9 月 

 

 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

8 月～ 

〔計画的休暇/処遇

改善の推進〕 

 

①計画的休暇の推進 

・職員にとっても働きやすい職場である為にリフレッシュ休暇以外で

も、計画的に有給休暇を取得できるように、年間有給取得 10 日以

上を目標に、毎月 10 日迄に事前の希望の聞き取り、勤務調整を

行いました。 

・正職員 有給取得日数 令和 2 年度 807 日(前年比-57) 

       有給取得率  令和 2 年度 79％(前年比-9％) 

・非常勤 有給取得人数 令和 2 年度 302 日(前年比-55 日) 

       有給取得率  令和 2 年度 80％(前年比-8％) 

②準職員の同一賃金・同一労働を目指す取組及び多様な働き方

の推進。 

・大型連休の休暇促進(ゴールデンウィーク、お盆、正月他)を継続

し、働き易い職場環境を目指しました。 

・世話人の高齢化に伴い、業務の簡素化/負担の軽減を図りながら

も、新たな担い手を確保すべく、給与保障の内容や働き方に工夫

を凝らしながら、次年度以降の宣伝活動に活かしていく必要があ

る。 

4 月更新 

 

 

 

 

 

通 年 

 

 

 

〔交通安全に関する

取組み〕 

 

公用車運転による事故撲滅と、安全運転の遂行。 

・呼気アルコール濃度チェックの実施（出勤時） 

・デイライト運動の実施 

・運転基準確認テストの実施（年 1回） 

上記対応を継続して行い、公用車における事故の撲滅、ノーク

レームを継続しました。 

通 年 
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グリーンパーク北ひろ 医務報告 

1. 年間通院者件数（令和元年度）       （令和 2 年度） 

エリア-1         968 件              874 件 

エリア-2     313 件             351 件 

総   数    1,281 件            1,225 件 

2. 月別通院者件数 

区分／月別 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 

元年度エリア―1 68 79 82 84 84 80 77  127 91 74 69 53 

元年度エリア―2 21 28 27 34 23 20 25 26 34 21 24 30 

2 年度エリア―1 72 50 49 65 71 84 92 97 70 83 65 76 

2 年度エリア―2 22 27 21 24 23 39 39 31 31 33 31 30 

3. 年間疾患別通院件数 

区分／科別 内科 外科 整形 精神科 皮膚科 耳鼻科 眼科 歯科 

元年度エリア-1 368 10 73 113 103 105 10 251 

元年度エリア-2 163 0 26 55 18 0 3 19 

2 年度エリア-1 352 16 54 125 67 14 21 207 

2 年度エリア-2 168 0 36 58 29 6 3 39 

4. 特質 

(1) 新型コロナウイルス感染防止について通年警鐘を唱え、法人ステージを遵守して調整しています。 

(2) 11 月の法人でのクラスター発生時は、直ちにゾーニングを整え利用者様、職員の感染防護意識を高 

め、感染拡大防止に努め、現在まで感染者は認めていません。 

(3) 年間通院件数について、平成 29 年度 1,675 件、平成 30 年度 1,457 件、令和元年度 1,281 件、令和 2 年

度 1,225 件と年毎に通院回数の減少を観ています。新型コロナクラスターの風評被害を定期通院先病院

の御理解を得て「信頼」の基、定期通院を最小限に留め、継続しました。 

疾患治療や健康管理に対し合理性や必要性の追求を定着させ、訪問診療の継続、内科疾患の「統一病院

化」を図り、「利用者様の有効時間活用」に努めます。次年度も継続し「利用者様の自由な時間」を追求

します。 

(4) 令和 2 年 10,11 月の通院件数の上昇は、流行性感染症予防（インフルエンザ予防接種）を可能な限り実

施し、年間を通じ流行性疾患（インフルエンザ等）に罹患する事無く昨年に続き、「0 件」と感染予防に

努めました。引き続き継続し、新型コロナワクチン予防接種について北広島市の施策に従い、積極的に

計画接種します。 

(5) 発熱を伴う「急性呼吸器科疾患（風邪症状）」件数が 1 件と激減し、新型コロナウイルス対策でのマ      

スク着用、手洗い、うがい、ソーシャルディスタンス等の効果が歴然でした。 

(6) 歯科通院の減少は、新型コロナウイルス感染予防対策及び歯科検診期延長を法人協力医療機関であ 

る「きたひろ東口歯科」のご協力を得て、「利用者様の有効時間活用」とさせて頂き減少を観ています。

引き続き日常の口腔ケアを職員と連携し継続します。 

(7) 心療内科疾患は、職員が付き添い、医師に対して利用者様の正確な日常生活を報告し、 医師による  

適切な投薬コントロールがなされ、安定した生活を過ごされています。引き続きこれを継続します。 

(8) 利用者様の高齢化により入院を伴う「転倒事故」が 2 件発生しました。今後は、声掛け等を密に事 

故防止に努めます。 

(9) 「入院」事案は「右膝蓋骨々折」1 件、「脊椎湾曲狭窄症」1 件、「右膝変形性関節症」1 件合計 3 件 

発生しました。 
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(10) ホーム全体の配食サービス業者変更後、1 年半経過し利用者様の体重減少を観ています。低カロリ 

ーで規則正しい食生活により基礎代謝が上昇し疾病（風邪等）に罹患しずらい体力が出来つつある 

と思料致します。しかしながら「間食等」で体重増加し疾病に悪影響を与えている事例もありまし 

た。職員が疾病悪化で命の危険性を利用者様にご理解を頂き、運動療法継続や食事制限等の創意工 

夫を重ねています。これを必須継続とし、病状の悪化を防止します。 

(11) 各就労先からの定期健康診断結果等から二次健診へと受診を進め、更に掛かり付け病院での「メデ 

ィカルチェック」を積極的に受診し、利用者様の状態観察を厳に「健康維持増進」に努めます。 
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<利用者動向>　GH定員　116名 現員114（運営数　1市21箇所　サテライト型住居　1箇所）

①　みらい（定員　7名）　北広島市共栄町3丁目2-13　　平成10年4月認可

②　ほまれ（定員　２名）　北広島市中央1丁目5-2　　平成11年10月認可

③　たいし（定員　4名）　北広島市共栄町2丁目6-6　　平成12年10月認可

職場・活動場所障がい支援区分 関係機関

3 北広島市

業種及び日中活動

男 28 2 夕張町 北広島市

性別 年齢

35 3 新ひだか町 北広島市

宿泊飲食業（厨房）

出身地

夕張町

北広島市

ピッキング作業

56

養鶏業（パレット洗浄） 新ひだか町

男 50 2 札幌市厚別区 札幌市厚別区 商品の梱包・運搬作業 札幌市厚別区

男

北広島市

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動 出身地

女 43 2 北広島市 北広島市 就労継続B

栗山町

女 54 5 小樽市 北広島市 就労継続B 小樽市

女 71 6 栗山町 北広島市 就労継続B/デイサービス

砂川市

女 27 5 札幌市厚別区 北広島市 就労継続B 札幌市厚別区

女 41 4 砂川市 北広島市 就労継続B/厨房(食器洗浄業務)

札幌市石狩

女 49 4 恵庭市 江別市 就労継続B 恵庭市

女 24 北広島市 通所型自立訓練

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動 出身地

男 26 4 新ひだか町 北広島市

札幌市中央区男

5 石狩市

新ひだか町

2 北広島市 北広島市 就労継続B男 58

就労継続B

3．利用者に関する各種状況一覧（令和 3年 3月 31 日現在） 
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④　はるか（定員　4名）　北広島市共栄町2丁目6-4　　平成13年10月認可

⑤　きずな（定員　4名）　北広島市東共栄1丁目2-12　　平成14年10月認可

⑥　さくら（定員　4名）　北広島市共栄町2丁目2-7　　平成17年4月認可

⑦　ひかり（定員　4名）　北広島市大曲光3丁目1-10　　平成18年4月認可

苫小牧市

女 55 4 歌志内市 北広島市 就労継続B 歌志内市

女 48

関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

清掃業

出身地

男 44 4 札幌市東区 北広島市 就労継続Ｂ

性別 年齢 障がい支援区分

札幌市東区

男 24 2 札幌市西区 札幌市厚別区

苫小牧市

男 40 3 羅臼町 札幌市厚別区 流通業（商品格納）

北広島市

北広島市 就労継続B

羅臼町

男 22 3 苫小牧市 北広島市 流通業（商品格納）

北広島市 就労継続B

障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

男

性別 年齢

男 52 3

男 45 4

57

北広島市男 69 4 北広島市 北広島市 就労継続B

4 北広島市 江別市 就労継続B

札幌市北区

小樽市

深川市

長沼町

小樽市

出身地

男 45 4 札幌市北区 北広島市 就労継続B

江別市

男 30 2 むかわ町 北広島市 流通業（商品格納） むかわ町

男 35 4 江別市 恵庭市 就労継続B

出身地

男 36 4 釧路市 北広島市 就労継続B 釧路市

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

4 苫小牧市

北広島市 就労継続B

北広島市 就労継続B

出身地

旭川市

女 29 4 札幌市北区 北広島市 就労継続B 札幌市北区

女

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

22 5 旭川市
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⑧　くるみ（定員　10名）　北広島市中央1丁目5-13　　平成20年4月認可

⑨　えがお（定員　10名）　北広島市共栄町1丁目11-10　　平成22年10月認可

就労継続A(リサイクル業) 稚内市

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動 出身地

男 62 3 稚内市 北広島市

男 25 3 札幌市北区

就労継続B

札幌市北区北広島市 就労継続B

34 4 北広島市 北広島市 就労継続B

就労継続B

岩見沢市

北広島市

就労継続B 札幌市清田区

男 32 3 岩見沢市 北広島市

男 25 4 札幌市清田区 北広島市

江別市

男

3 江別市 北広島市

男 47 4 北広島市 北広島市 就労継続B 北広島市

男 55

就労継続B 夕張市

男 52 6 札幌市白石区 北広島市 就労継続B

5 札幌市中央区 北広島市 就労継続B

北広島市

男 47 5 夕張市 北広島市

札幌市中央区

苫小牧市男 55 5 苫小牧市 北広島市 就労継続B

男 49

札幌市白石区

男 25 5 札幌市豊平区 北広島市 就労継続B 札幌市豊平区

男 45 5 札幌市白石区 北広島市 就労継続B

北広島市

男 26 6 札幌市清田区 北広島市 就労継続B 札幌市清田区

男 36 5 北広島市 北広島市 就労継続B

栗山町

男 28 5 北広島市 北広島市 就労継続B 北広島市

男 64

札幌市白石区

男 23 6 北広島市 北広島市

北広島市 就労継続B

北広島市

男

5 栗山町 北広島市 就労継続B

就労継続B

就労継続B

28 5 札幌市白石区

職場・活動場所 業種及び日中活動障がい支援区分 関係機関 出身地

男 55 6 北見市 北広島市

性別 年齢

北見市

- 101 -



 

 

 

 

 

 

 

 

⑪　いぶき（定員　4名）　北広島市共栄4丁目1-12北広島セルプ3階　　平成23年4月認可

⑫　グリーンパーク北ひろ　（定員　7名）　北広島市中央2丁目6-3　　平成23年10月認可

男 46 3 北広島市 北広島市 就労継続B 北広島市

札幌市

関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

3 北広島市

札幌市西区

出身地

北広島市

男 81 3 北広島市 北広島市

性別 年齢 障がい支援区分

就労継続Ｂ

男 42 3 札幌市西区 北広島市 就労継続Ｂ

北広島市

男 63 4 北広島市 長沼町 就労継続Ｂ 北広島市

男 45

北見市男 43 5 北見市 北広島市 就労継続Ｂ

苫小牧市男 32 3 苫小牧市 北広島市 ピッキング作業

恵庭市

男 48

旭川市男 43 3 網走市 北広島市 特例子会社（食品加工業務）

男 27 3 恵庭市 北広島市 厨房業務

男 21 2 北広島市 北広島市

千歳市

業種及び日中活動

4 千歳市 北広島市 就労継続Ｂ

出身地

札幌市中央区

男 42

就労継続Ｂ 北広島市

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所

男 42 4 札幌市中央区 北広島市 理髪店補助

男 40 3 七飯町 北広島市

函館市3 函館市 北広島市 養鶏業（パレット洗浄）

札幌市厚別区札幌市清田区

年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

飲料水製造（清掃等）

⑩　かなた（定員　4名）　　　北広島市稲穂町東1丁目2番地7　　　　　平成25年10月認可

出身地

就労継続B 七飯町

男 46 4 札幌市厚別区

性別
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⑱　かなで（定員　4名）　北広島市朝日町1丁目4-13　　平成29年4月認可

⑲　なごみ（定員　7名）　北広島市共栄町4丁目16-18　　平成29年4月認可

⑳　るぴな（定員　3名）　北広島市稲穂町東1丁目1-15　　平成31年3月認可

㉑　あんじゅ（定員　2名）　北広島市稲穂町東1丁目1-6　　平成31年5月認可

北広島市 就労継続B(袋詰め)

男 65

男 67 4 北広島市

年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

北広島市

出身地

2 北広島市 北広島市 クリーニング（レンタル商品）

北広島市

小樽市 北広島市 生活介護/デイサービス

性別

札幌市白石区

男 70

樺太男 85 5

男 60 6 札幌市白石区 北広島市 就労継続B

男 64 4 北広島市 北広島市

北広島市

就労継続B

5 北広島市

恵庭市

北広島市

男 70

生活介護 広島県

男 53 5 恵庭市 北広島市

男 66 4 北広島市 北広島市 就労継続B

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所

伊達市

男 59

業種及び日中活動 出身地

男 64 4 北広島市 恵庭市 就労継続A（袋詰め）

男 54 4 石狩市 恵庭市 就労継続B

出身地

男 34 3 江別市 北広島市

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

特例子会社（食品加工業務）

5 札幌市東区 北広島市

江別市

3 北広島市 北広島市 工事用具洗浄

出身地

北広島市

石狩市

デイサービス

男 49 2 北広島市 北広島市 塗装業(作業補助) 北広島市

性別 年齢

石狩市

女 51 4 砂川市 恵庭市 就労継続A 砂川市

女 51 4 石狩市 北広島市 就労継続B(袋詰め)
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<利用者動向>　サテライト型住居定員　1名（運営数　1市4ヶ所）

①　かなたS1（定員　1名）　北広島市朝日町4-13　エーワンコートⅢ　　　平成31年5月認可

②　たいしS1（定員　1名）　北広島市共栄町2丁目6－3ハイツミキF　　　令和2年10月認可

2
③　るぴなS1（定員　1名）　北広島市共栄町2丁目6－3ハイツミキF　　　令和2年9月認可

④　グリーンパーク北ひろS１（定員　1名）　北広島市中央5丁目1‐5SANGA　　　令和3年2月認可

北広島市

性別 年齢

障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

4 北広島市 北広島市 就労継続B

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動

女 52

出身地

男 22 2 岩見沢市 北広島市 ピッキング作業 岩見沢市

障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動 出身地

男 42 3 江別市 北広島市 厨房業務 江別市

性別 年齢 障がい支援区分 関係機関 職場・活動場所 業種及び日中活動 出身地

出身地

男 53 4 東京都府中市 恵庭市 食器洗浄 東京都あきる野市

性別 年齢

<平均区分・年齢・平均入居期間>

<利用状況>

共同生活援助利用者数

（月別入退居状況）

2月 3月

平均区分 平均年齢

3.6 46.3歳

8月 12月4月 5月 6月 7月 1月

116入居

10月 11月期末数

116 116

9月 合　計

116（114）

115 115 115 115 115

0 0 0 0 0

116 116 116 116116

0 00 0 0 0 0 0退居
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<関係機関別人員>

29 4 3 1 1 0

4 0 3 0 1 0
4 1 0 2 1 1
1 0 1 0 1 0
2 2 0 1 1 1
2 0 2 0 2 0
3 1 3 1 2 0
5 0 1 0 1 0
2 1 2 0 1 0
3 0 2 0 0 1
6 1 1 0 1 0
2 0 1 0
1 0 1 0

1 0 1 0

<年齢別人員構成>

<収入状況>

合　計
98

18

116

1

70代

0

3 2

30 29

4 66

60代
15

1

16

男　子

女　子 0

23 12 4

24 2319

合　計

白老町

女 男 女

合計：31市町村

北見市
網走市

男 女

川崎市

手稲区

小樽市
岩見沢市
砂川市
深川市
歌志内市

北区

札幌市　　　中央区

函館市
釧路市東区

男

清田区 稚内市

関係機関

東京都府中市

七飯町
南幌町

旭川市

関係機関

夕張市
苫小牧市

千歳市
石狩市

関係機関　

むかわ町
新ひだか町

長沼町
栗山町

0 0

北広島市
江別市
恵庭市

西区

厚別区

浦河町白石区

3

0

40代 50代

年金のみ 9 0

給与＋生保

工賃＋生保 0

120

0

0

0

0

8

4

豊平区 羅臼町

室蘭市

80代

2

10代 20代 30代

0

0

0

工賃＋年金＋生保

給与のみ

給与＋年金

給与＋年金＋生保

0

11

12

合　計 46 18

工賃＋給与＋年金 0 1

男性

工賃のみ 0 0

0

工賃＋年金 10

年金＋生保 6

2 0

12 4

0

14 0

令和2年度エリア1 令和2年度エリア2

女性 男性 女性

生活保護者エリア2

男性 女性

0 0

0

1 0

32 0

0

2

0 0

0

0

1 20

52 0

男性 女性

0

0

0 0

4

生活保護者エリア1

00

0

0

2

1

0

0

3 014
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